
報告第８号 

 

 

   道路上における転倒事故に係る損害賠償額の専決処分の承認を求めることにつ

いて 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

令和４年(２０２２年)１１月３０日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 

 



町専第１１号 

 

専決処分書 

 

道路上における転倒事故に係る損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分する。 

 

 

令和４年（２０２２年）１０月１１日 

町田市長 石 阪 丈 一 
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損害賠償の額の決定について 

 

道路上における転倒事故に係る損害賠償の額を次のとおり決定する。 

 

１ 事故発生年月日  ２０２０年９月３０日  

２ 事故発生場所   東京都町田市小野路町５２７４番地２号先 

３ 事 故 の 概 要   被害者がロードバイクにて坂道を下っていた際に、タイヤが

路面損傷箇所に引っ掛かり転倒し、負傷したもの 

４ 事 故 の 種 別  転倒事故 

５ 被害者の住所    

６ 被害者の氏名   

７ 損害賠償の額  ３,６００，０００円 
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